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市立敦賀病院  

市立敦賀病院 看護師等修学資金制度について 

 

市立敦賀病院は、看護師等養成課程を卒業後、当院で勤務する意思のある学

生へ修学資金（条件付給付型修学資金）を貸与します。貸与の条件等について

は次のとおりです。 

 ＜看護師等修学資金制度概要＞ 

貸与対象者 

保健師、助産師、又は看護師養成課程の学生 

卒業後、市立敦賀病院で看護業務に（正規職員）従事する意

思のある方。 

定員 各学年 10 名程度 

貸与金額 月額 5 万円または１０万円の選択制 

貸与期間 貸付決定の月から養成学校卒業まで 

返済免除 

卒業後直ちに看護師等資格を取得し、市立敦賀病院に敦賀市 

病院事業職員として、貸与期間に相当する期間看護師の業 

務に従事した場合、返還を全額免除します。 

（ただし、１０万円貸与の場合は貸付期間に２を乗じた期間） 

期間が短い場合は月単位で一部返還を免除します。 

返還 

養成課程を退学した場合、当院に採用されなかった場合など

は、貸与を受けた修学資金について原則として一括返還が必

要となります。 

連帯保証人 

独立の生計を営み、資金の返還等の責任を負うことのできる

資力を有する 2 名の連帯保証人が必要です。 

連帯保証人の方は、所得証明書を提出していただきます。 

申込受付期間 通年で行っています。 

審査方法、結果 

書類審査（様式１～３、戸籍謄本、連帯保証人の所得証明書、

連帯保証人の印鑑証明書） 

養成施設の在学証明書 

成績証明書（養成課程１年次の場合は高校の成績証明書） 

作文（原稿用紙に 600 字以上 800 字以内） 

テーマ「看護職をめざす理由」 

本人に文書で通知します。 

決定後の提出書類 
債権者登録申請書 

通帳の写し（本人名義、支店名、口座番号記載のページ） 



貸付開始時期 貸与決定月の翌月（４月中に申請し、５月に決定した場合は

４月分に遡った金額を貸与します。） 

貸与中の義務 毎年度、成績証明書を提出していただきます。 

評価がＣまたは可以下が全体の 4 割以上となった場合は、貸

与を停止し、翌年度、その割合が４割未満となった場合に貸

与を再開します。 

当院主催の病院説明会や職場体験に参加していただきます。 

 

 次の点に留意してください。 

（１）修学資金制度を利用した場合でも、敦賀市職員採用試験を受験し合格

する必要があります。 

（２）敦賀市職員（地方公務員）として勤務していただきますので、著しく

成績が良くない場合や、職員として採用することができない非行があ

った場合は、修学資金の貸与を取消し、返還いただくこととなります。 

 （３）卒業年次に看護師等国家試験を受験し、万が一、不合格となった場合

は、１回限り返還を猶予します。次の年の国家試験が不合格の場合（２

回連続で不合格）の場合は修学資金を返還していただくこととなりま

す。 

 （４）留年した場合は、次年度の 1 年間貸与を停止し、進級が確認できた場

合に貸与を再開します。 

 （５） 成績証明書の評価がＣまたは可以下が全体の 4 割以上となった場合は、

1 年間貸与を停止し、翌年度 4 割未満が確認できた場合に貸与を再開

します。 

 （６）病院説明会や職場体験は当院の指定した日に来院いただきますが、学

業等でやむを得ず欠席する場合は、日程調整の上、同等の説明や職場

体験を行っていただきます。 

（７）返還免除の要件となる敦賀市職員としての在職期間は、長期の病気休

暇や育児休業等は除いて計算することとなります。 

※修学資金の貸与を申請される方は、必要書類を郵送又は持参いただきますよ

うお願いします。 

※その他、修学資金の内容、勤務条件や福利厚生など分からない点がございま

したら、次の連絡先へお問い合わせください。 

 

（問合せ・申請先） 

〒914-8502 福井県敦賀市三島町１丁目６－６０ 

市立敦賀病院 総務企画課 修学資金担当 

         ＴＥＬ（０７７０）２１－１１０５（課直通） 


